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⑥ 阿 部 健 ⑭ 金 井 睦   
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出席委員 １８名 

欠席委員 ０名 
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事 務 局 斉藤ますみ 鈴木和夫 伊藤和彦 濱端雄高 齊藤綾子 山田彩奈 

       

 

議事録署名人 議 長 

 

     議席１番 

 

     議席６番 



会議に付した事件 

日程 番 号 件          名 

１  会務報告 

２ 議案第４０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

３ 議案第４１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

４ 議案第４２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

５ 議案第４３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

６ 議案第４４号 農用地利用集積計画の決定について 

７ 議案第４５号 農用地利用集積計画の決定について 

８ 議案第４６号 農用地利用配分計画の作成について 

９ 議案第４７号 農用地利用配分計画の作成について 

１０ 議案第４８号 農用地利用配分計画の作成について 

１１ 議案第４９号 農用地利用配分計画の作成について 

１２ 報告第３６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

１３ 報告第３７号 農地所有適格法人の報告について 

１４ 報告第３８号 
解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地利用状況の報告につい

て 

１５ 報告第３９号 非農地証明書の発行について 

１６ 報告第４０号 
民事執行法による売却に係る農地等の現況照会に対する調査結果の

報告について 

１７ 報告第４１号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について 

１８ 報告第４２号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について 

 
新型コロナウィルス感染拡大防止のため委員が一堂に参集することが困難であることか

ら、Ｗｅｂ会議により議事の審議を行い合議体としての意思決定を行った。 
 
議事の内容 次のとおり 
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議長（八木会長） 
ただいまから、相模原市農業委員会第２０回総会を開催いたします。 

初めに、出席委員の確認を事務局次長にいたさせます。 

事務局（鈴木次長） 
（議席順に各委員の出席を確認） 

議長（八木会長） 
ただいまの出席委員は１８名で定足数に達しております。 

次に、本日の総会の議事録署名委員につきましては、１番西山和秀委員、６番阿部健

委員を御指名いたします。 
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日程１ 会務報告 

 
議長（八木会長） 

それでは、これより日程に入ります。 
日程１「会務報告」について、何か御発言がございましたら、お願いいたします。 
よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、以上で「会務報告」を終わります。 
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日程２ 議案第４０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程２議案第４０号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４０号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転

等許可申請収受番号３－６及び３－７は、農地法第３条の規定により適切と認められる

ので、許可するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、２ページを御覧ください。 
収受番号３－６及び３－７について一括で説明いたします。 
収受番号３－６は、中央区中央に住む譲渡人が、収受番号３－７は、緑区西橋本に住

む譲渡人がそれぞれ所有する農地を、宮下本町に住む譲受人が、経営規模拡大のため、

所有権移転を受けるための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧

ください。案内図は１ページを御覧ください。斜線部分が本案件の申請地です。申請地

は、上九沢の畑、２筆、合計６６０㎡です。今後の作付は、北側に隣接する自己所有の

農地と一体的にヤマトイモの栽培を予定しています。全部効率利用要件については、経

営農地８筆、９,５９７㎡で適切に管理され、下限面積要件２,０００㎡以上も満たして

います。農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人は３２０日、譲受人の妻

が１７０日で要件を満たしています。地域との調和要件については、周辺の農地の利用

に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。

以上４点、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断しました。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号３－６及び３－７については、緑区担当委員さん、お願いいたします。 

４番（古木委員） 
１０月２４日に現地を調査しました。現場は２か所、２筆ですが、共に良好な耕作を

なされております。譲受人の方も年間３２０日耕作しますので、特に問題ないと思いま

すが、よろしく御審議をお願いします。 
議長（八木会長） 

それでは、これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決させていただきます。 
議案第４０号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
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［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程２議案第４０号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程３ 議案第４１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程４ 議案第４２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

それでは続いて、日程３議案第４１号、日程４議案第４２号については関連議案にな

りますので、２議案を一括して議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
それでは、議案第４１号、議案第４２号を一括して議題に供します。事務局に議案の

朗読及び説明をいたさせます。 
事務局（鈴木次長） 

これから、営農型の３条、５条に関わる議案の朗読、説明をさせていただくことにな

りますけれども、本来であれば、この場で全ての内容を御説明させていただくのがよい

わけですけれども、Ｗｅｂ会議で開催している関係で、音声等の状況もありますので、

補足説明の部分につきましては、送付させていただきました資料「議案第４１号、４２号、

農地法第３条、５条、営農型発電設備補足説明」を御覧ください。この資料で補足説明

に代えさせていただきます。また、昨年１２月に許可しました市内第１号の状況も、写

真を併せて添付させていただきましたので、説明とともに御覧いただきたいと思います。 
それでは、伊藤担当課長から、議案の朗読、説明をいたします。 

事務局（伊藤担当課長） 
それでは、３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４１号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転

等許可申請収受番号３－１００６は、農地法第３条の規定により適切と認められるので、

許可するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、４ページを御覧ください。 
収受番号３－１００６は、借受人のたまエンパワー株式会社が、貸出人が所有する緑

区青野原の農地、３筆、２,９３４㎡について、営農を継続しながら、その上部に太陽

光パネルの設置をするために区分地上権を設定するものです。現地の状況につきまして

は、お手元の資料を御覧ください。案内図は２ページを御覧ください。申請理由は、借

受人は太陽光発電事業を営んでおり、本申請地上部に太陽光パネルを設置し、発電及び

売電を行うためです。本申請地は、令和２年１０月より解除条件付法人であるさがみこ

ファームが利用権設定を受けている農地で、営農を継続しながら、その上部に借受人が

太陽光発電設備を設置するものです。営農作物は養液栽培によるブルーベリー栽培を行

う計画です。太陽光パネルを設置するための支柱につきましては、次の議案第４２号に

おいて、農地法第５条の一時転用許可申請が提出されています。また、作物の影響につ

いては、太陽光パネルの高さは地上２.６メートルから３.６メートルとなっており、農
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作業を効率的に行う空間を確保していること、ブルーベリーの育成に適した日照量を確

保できていることから、作物への影響はないものと判断しました。なお、審議の結果、

許可すると決定した場合、次の議案と許可日調整をし、同日付で許可します。 
続きまして、関連議案となります議案第４２号の説明をいたします。それでは、５ペ

ージを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４２号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－１０２６は、相当とする理由があるので、農地法第

５条第３項において準用する同法第４条第３項の規定により意見を付して、市長あてに

送付するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、６ページを御覧ください。 
収受番号５－１０２６は、借受人のたまエンパワー株式会社が、貸出人が所有し、株

式会社さがみこファームが利用権設定をしている緑区青野原の農地、３筆、２,９３４㎡

のうち、０.８８㎡に賃借権を設定して、営農型発電設備の支柱部分を一時転用するも

のです。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は２ページ

を御覧ください。申請理由は、借受人は太陽光発電事業を営んでおり、本申請地上部に

支柱により太陽光パネルを設置し、発電及び売電を行うものです。太陽光パネルを支え

る支柱１本当たりの面積は０.００４５㎡となります。地番２５４番は、４２本の支柱

を設置するため、０.００４５㎡掛ける４２本で、一時転用面積は０.１８㎡となります。

続いて、地番２５６番は、３８本の支柱を設置するため、一時転用面積は０.１７㎡と

なります。続いて、地番２５７番は、１１８本の支柱を設置するため、一時転用面積は

０.５３㎡となり、合計で０.８８㎡の一時転用面積となります。基礎部分となる杭は、

長さ２.５ｍ、直径７６㎜のスクリュー杭を深さ２.２ｍまで打ち込みます。その杭に支

柱をジョイントさせ、高さ２.６ｍから３.６ｍの支柱を設置いたします。この工法は営

農型発電設備を設置する際の一般的な工法で、強度等については問題ありません。農地

区分は農用地区域内農地でございます。隣接地への被害防除は、農地全体に転圧をかけ、

浸透性防草シートを敷き、雨水及び土砂の流出を防ぐ計画となっています。申請地は緑

区役所青野原出張所の東１,７７０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

や御意見はございませんか。 
収受番号３－１００６及び５－１０２６については、津久井地区担当委員さん、お願

いいたします。 
２番（八木拓美委員） 

１０月２８日に現地の調査を行ってまいりました。昨年１２月３日に許可が出された

ソーラー発電設備のところの道を挟んですぐ横に増設するような形で、今回、ソーラー

パネルが設置されます。畑の状況からして、きちんときれいになっていたので、許可自

体は問題ないかなと思います。 
それと、たまエンパワーの山川社長とお話しする機会がありまして、さきの発電設備

のところもですけれども、地域住民の方に、状況というか、今後の展望みたいな説明を

何度かなさっているそうですけれども、そんな細かい配慮もあって、近隣住民の方とは
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結構うまくいっているということなので、今後も拡大が予想されるのではないかという

お話を伺っています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 
議長（八木会長） 

それでは、これより質疑に入ります。 
１７番（髙橋委員） 

これだけの面積のところに屋根をつけるわけでございますから、排水設備とかはどう

なっていますでしょうか。 
事務局（伊藤担当課長） 

排水設備等は特に設置しておりません。 
１７番（髙橋委員） 

前回やられたところを見ますと、下が防草シートを張ってあるように見えるんですけ

れども、防草シートが１００％簡単に水を吸ってくれるのではないと思いますが、ここ

の地形も、多少はどちらかに傾斜になっているんですよね。 
事務局（伊藤担当課長） 

そうですね。 
１７番（髙橋委員） 

ですから、１か所に水が集まるおそれがあるのではないかなと心配するんですけれど

も、いかがでしょうか。 
事務局（伊藤担当課長） 

申請書の中には、雨水対策というのは特に設けられていないんですが、許可をしてい

ただける場合は、その辺りをきちんと業者に説明して、今回、工事の内容としては、転

圧をかけますので、そのときに、それぞれの土地の中心に傾斜をつけるよう依頼したい

と思います。 
１７番（髙橋委員） 

排水設備だけ、よろしくお願いいたしたいと思います。 
１６番（藤村委員） 

今の点ですけれども、私は、その流れは見ていったほうがいいと思います。今回の補

足説明の中にも、過去のものの写真が出ていて、これは非常によかったと思います。こ

の形で、いい話ばかり出てくるんですけれども、実際はどうかというのを確認する必要

があると思います。 
一方で、先ほどの髙橋委員のコメントですけれども、この写真を見ますと、地面いっ

ぱいに使われている浸透性防草シート、もみ殻を通したような隙間だらけの防草シート

のように見えますので、これであれば、水がたまるから云々というのは、ちょっと言え

ないと思います。どうでしょうか。 
１７番（髙橋委員） 

今、藤村委員が言われた、防草シートが水を下に１００％というか、ある程度吸い込

んでくれるというお話でしたけれども、私も畑で防草シートを使っています。傾斜があ

ると、やっぱり、低いところにたまるんですよね、そこに水がたまるんです。防草シー

トというのは、だから、本当は、流出係数というのは出なければいけないんですね。雨

が１００降ったら、何％水が流れるかという数値が本当は出なければいけないんですよ。

流量計算っていうんですけれども、流量計算が出なければいけないんですね。でも、畑
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だから、開発するところが０.０８８㎡。だから、そんなの、開発のうちに入らないよ、

問題ないよということでしょうけれども、ただ、防草シートを張るということで、それ

だけの水の流量が１か所に集まりやすくなるよということは、やっぱり注意しなければ

いけないのかなと思いまして、質問いたしました。 
事務局（伊藤担当課長） 

一応、防草シートは、浸透性防草シートといいまして、第１期で行っているところ、

私もどんなシートか見ました。ぎっちりと編み目が組まれているわけではなく、隙間が

１ミリまではいかないですけど、１ミリ四方ぐらいの穴が空いているようなものでした

ので、全部が全部吸い込むとは限らないでしょうけれども、ある程度、雨水は浸透して

いくのかなと考えております。 
事務局（鈴木次長） 

今お話をいただいた水の処理については、また、事業者にその旨をお伝えして、影響

がないようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
１７番（髙橋委員） 

よろしくお願いします。 
議長（八木会長） 

ほかにございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

それでは、ただいま２議案を一括して説明を行いましたが、採決についても一括とす

ることで御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４１号、議案第４２号について、原案のとおり決定することに御異議ございま

せんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程３議案第４１号、日程４議案第４２号については、原案のとおり決定いた

しました。 
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日程５ 議案第４３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程５議案第４３号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、７ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４３号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－７から５－９及び５－１０２４から５－

１０２５並びに５－１０２７は、相当とする理由があるので、農地法第５条第３項にお

いて準用する同法第４条第３項の規定により意見を付して、市長あてに送付するものと

する。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、８ページから１２ページを御覧ください。 
収受番号５－７は、借受人の有限会社金子モータースが、貸出人が所有する新磯野の

農地、６筆、７９９㎡を賃借して、車両置場として転用するための申請です。現地の状

況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は３ページを御覧ください。

農地区分は第２種農地です。申請理由といたしましては、現在、自動車販売業を営んで

おり、区画整理事業による減歩と事業規模拡大により車両置場が手狭となり、新たに車

両置場を確保するための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明

確化と、土留め策として、コンクリートパネル高さ３０㎝で土留めする計画です。雨水

については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は若草小学校の西約

４５０ｍです。 
続きまして、収受番号５－８は、譲受人の的場土建有限会社が、譲渡人が所有する田

名の農地、１筆、１,８９０㎡の所有権移転を受け、資材置場として転用するための申

請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は４ページ

を御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由といたしましては、建設業を営

んでおり、現在使用している資材置場を返却し、事務所近くに新たに資材置場を確保す

るための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め

策として、車両出入口側を除き、ブロック２段積み及び万能鋼板高さ２.５メートルで

土留めをする計画です。雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。

なお、隣接地両側に住宅があるため、鋼板の設置については、居住者の方と調整し、設

置すると譲受人から聞いております。申請地はしおだテクノパイル公園の北西約

１２０ｍです。 
続きまして、収受番号５－９は、譲受人の株式会社サーティーフォーが、譲渡人が所

有する双葉１丁目の農地、２筆、１,５２５㎡の所有権移転を受け、特定建築条件付売

買予定地として転用するための申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を

御覧ください。案内図は５ページを御覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理

由といたしましては、譲受人である株式会社サーティーフォーが、都市計画法第３４条

第１１号の規定に基づき、区域指定を受け、７区画の宅地分譲をするための申請です。

隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、ブロック
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積み１から３段で土留めする計画です。雨水については、浸透桝による敷地内浸透によ

るほか、Ｕ字構を設置、汚水については、公共下水道に接続する計画です。申請地は市

立双葉小学校の北約５０ｍです。 
ここで、区域指定について少し説明を差し上げます。区域指定とは、都市計画法第

３４条第１１号の規定に基づき、市街化調整区域内であっても、一定の条件に合致した

場合、宅地分譲ができるものです。主な立地条件としましては、農業振興区域内ではな

いこと、区域指定する区域の面積が５,０００㎡以上であること、幅員６ｍ以上の連続

する道路に接していること、公共下水道に接続が許容されることなどです。 
説明は以上です。 
続きまして、収受番号５－１０２４は、譲受人の鉄建基礎株式会社が、貸出人が所有

する緑区青野原の農地、４筆、１,４２９㎡を賃借権を設定して資材置場に転用するた

めの申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は６ペ

ージを御覧ください。申請理由は、現在使用している資材置場が手狭となり、隣接する

土地に新たに資材置場を確保し、一体利用するためです。農地区分は第２種農地です。

隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として敷地の外周

に高さ２ｍの鋼板を設置し、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は市立

青野原保育園の北東約３０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１０２５は、譲受人の丸栄工業株式会社が、譲渡人が所有

する緑区長竹の農地、２筆、１,４２６㎡を所有権移転して、駐車場に転用するための

申請です。現地の状況につきましては、お手元の資料を御覧ください。案内図は７ペー

ジを御覧ください。申請理由は、現在賃借している駐車場が手狭なため返却し、新たに

駐車場を確保するための申請です。農地区分は第３種農地です。隣接地への被害防除に

つきましては、土地区画の明確化と、土留め策として新設コンクリートブロック１から

４段を設置し、雨水については、砕石敷きによる敷地内浸透及び南側と東側に向かって

傾斜があるため、それぞれに浸透トレンチを設置する計画です。申請地は串川ひがし会

館の南西約４９０ｍです。 
続きまして、５－１０２７は、貸出人が所有する緑区川尻の農地、２筆、２,３５３㎡

のうち、２,２３３.１１㎡に使用貸借権を設定し、農地造成として一時転用するための

申請です。転用期間は、コロナウイルスの影響を考慮して許可後１年となっていますが、

通常ですと４か月ほどで完了する予定です。現地の状況につきましては、お手元の資料

を御覧ください。案内図は８ページを御覧ください。申請理由は、耕作予定の作物に適

した土壌へ改良し、畑として使用するためです。農地区分は第２種農地です。隣接地へ

の被害防除につきましては、出入口を除き、周囲を高さ８０㎝の工事用フェンスで囲い、

また、施工については、隣地境界から５０㎝下がって作業をする計画となっております。

雨水については、敷地内浸透とする計画です。造成後は肥培管理をした後に、サツマイ

モ、ジャガイモ、ニンジンを知人と一緒に耕作する予定です。申請地は市立城山学校給

食センターの北側です。 
以上で説明を終わります。 

事務局（鈴木次長） 
続いて私から、総会に先立ちまして、２２日の役員会での意見等について、何点か御

報告させていただきます。 
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まず、８ページの収受番号５－７でございますけれども、土地の形状や車の配置につ

いての確認がありました。この農地につきましては、畑かん用水路を払い下げた土地で

ございまして、縦列して車を置く計画であることを説明させてもらいました。 
次に、１１ページの５－１０２５におきましては、南側への水の流出防止について指

示がありましたので、申請者に対しまして、安全対策への説明を行いまして、ただいま

伊藤担当課長が御説明させていただきましたとおり、トレンチでの浸透により処理をす

るものでございます。 
次に、１２ページの５－１０２７におきましては、５月の総会で許可した農地造成に

ついての状況や、今回の申請に当たっての確認がありました。５月総会で許可した農地

造成につきましては、新型コロナ感染の影響を踏まえまして１年の工期を見込んでいま

したけれども、ここで造成工事としては完了しております。今後の耕作につきましては、

工事完了が早まったことで、この時期からの作物は限られたものになってくるかと私自

身思いますが、現在、タマネギなどを植え始めている状況を確認させていただきました。

また、工事が完了した時点で、地区担当委員さん、推進委員さんにも確認いただいてお

りますけれども、今後も状況を見届けていく予定でございます。また、今回の申請に当

たりましては、作付計画や耕作従事者の提出を受けているほか、農地復元計画誓約書な

ど、事業実施の確実性を示す書類の提出を受けておりまして、審査基準も満たしている

ことを説明させていただきました。 
なお、ページが戻りますけれども、９ページの５－９におきましては、地区担当委員

から区域指定についての再確認がありましたので、先ほど、伊藤担当課長の口述の中に

入れて説明をさせていただきました。 
以上でございます。 

議長（八木会長） 
それでは、説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、

補足説明や御意見はございませんか。 
収受番号５－７については、南区担当委員さん、お願いいたします。 

１番（西山委員） 
１０月２６日に現地調査を行いました。案内図で見ますと、大変狭くて長い土地とい

うことで、先ほど鈴木次長から説明がございましたが、金子モータースは軽自動車を中

心に扱っているところでして、この幅も４.５ｍということで、一応、クリアできると

思います。写真について説明しますと、かんがい用水の周囲のほかの畑からすると斜め

に縦断しているような土地でありまして、道路の中央から左右に入るところもあります

し、大変細くて、作物等は作りにくい土地ではなかろうかと思います。周りの土地より

も約３０㎝ほどくぼんでおりまして、砕石等で地下浸透させるということで、水部門に

対する問題はないものと思います。なお、①の写真のごみ等は、きれいな状態になって

おりました。かんがい用水はところどころ壊れておりまして、この中を水が通ることは、

もう考えられないと思います。駐車場として利用するには問題ないと思いますので、御

審議のほど、よろしくお願いいたします。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号５－８については、中央区担当委員さん、お願いいたします。 
１４番（金井委員） 



 12 

１０月２６日に現地を調査してきました。一部、作物が残った状態ですが、ほかは、

きれいに整地されてある状態の畑でした。鋼板の２ｍというのが、両サイドの民家との

調整が必要だと思うので、その辺を上手に対処してもらえれば、ほかには特に問題はな

いように思っています。御検討よろしくお願いします。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号５－９については、南区担当委員さん、お願いいたします。 
３番（關山委員） 

１０月２４日に現地を見てまいりました。都市計画法第３４条第１１号の規定によっ

て、調整区域だけれども、７区画の住宅を建てますということで、事務局の説明どおり

でございます。農地につきましては、現在は耕作されておりませんが、きれいに管理さ

れておりますので、特に問題ないと思います。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号５－１０２４については、津久井地区担当委員さん、お願いい

たします。 
２番（八木拓美委員） 

１０月２８日に現地の調査へ行ってまいりました。この土地自体は、すぐ横にある会

社が事業を拡大するということで準備を進めていると話を伺って、周りには畑がない状

態です。そういった意味でいうと、勝手に何かが流出するということはないのかなと思

われるんですけれども、耕作への影響はないと思います。現状から見ても致し方ないの

かなと思いますので、問題はないのかなと思います。よろしくお願いします。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号５－１０２５については、津久井地区担当委員さん、お願いい

たします。 
９番（市川委員） 

１０月２５日に現地を確認してまいりました。現地は金原準工業地域に指定され、い

ろいろと整備もされているところでありまして、境界杭も確認しました。事務局で説明

されたとおりで問題ないかと思います。よろしく御審議ください。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号５－１０２７については、城山地区担当委員さん、お願いいた

します。 
１１番（齋藤委員） 

１０月２５日に現地調査してきました。申請地は、相模原市の北消防署城山分署並び

に城山学校給食センターの北側に位置する場所です。使用貸借権を設定して一時転用の

農地造成ということであります。一度、９５㎝の深さに掘って、それに赤土を埋めると

いうことでございます。赤土を１,８９３㎥入れる計画と聞いております。作業すると

きには、高さ８０㎝の防護柵を立てて、周りに迷惑がかからないようにする。図面で道

路があるのは南側ですけど、向かって左側にある住宅に迷惑がかからないように、造成

する場所はセットバックした状況になっていて、考慮されております。図面の右側は、

６月に３－１００３という申請で許可した畑を耕作している場所です。それから、住宅

の左側には市の健康づくり農園がございます。申請地は、今、荒廃地というか、休耕地
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というか、そんな状況ですけど、再度、耕作できるようにしようという計画でございま

すので、特に問題はないのではないかなと判断いたします。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 
議長（八木会長） 

それでは、これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４３号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程５議案第４３号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程６ 議案第４４号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程６議案第４４号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４４号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号２－１０１９から２－１０２３は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和２年

１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１４ページから１５ページを御覧ください。津久井事務所管内の５件につ

いて説明します。 
整理番号２－１０１９は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するものです。

案内図は９ページを御覧ください。契約期間は５年２か月、件数は１件、２筆、面積は

２,１１５㎡です。 
続きまして、整理番号２－１０２０から２－１０２２は、新規就農に伴い、新たに利

用権設定するものでございます。案内図は１０ページから１２ページを御覧ください。

契約期間は３年２か月、件数は３件、６筆、面積は３,６９１㎡です。 
続きまして、整理番号２－１０２３は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定す

るものです。案内図は１３ページを御覧ください。契約期間は５年２か月、件数は１件、

１筆、面積は１,０１８㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１６番（藤村委員） 
２－１０２１の方は、新規就農ということで、経歴というか、状況とか年齢とかを説

明していただけますか。 
事務局（伊藤担当課長） 

年齢は４１歳で、緑区若柳に在住の会社を経営されている方です。この方は、平成

１９年にバングラデシュでトウガラシの栽培と食品加工をして、製品を日本で販売して

いたという経過があります。令和２年８月、当該地区担当農業委員さんによる農業技術

の認定を受け、同月、新規就農認定書を交付しました。作付するものは、トウガラシ、

ニンニク、サンショウ等の栽培を予定しています。将来的には、トウガラシを中心に、

自社及びあぐりんずつくい等で販売を目指している方です。 
議長（八木会長） 

藤村委員、よろしいですか。 
１６番（藤村委員） 

はい、結構です。 
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議長（八木会長） 
ほかにございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４４号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程６議案第４４号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程７ 議案第４５号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程７議案第４５号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１７ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４５号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号２－２０から２－１４４及び２－１０２４から２－１０２６は、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合してい

るので、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決

定するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１８ページから７１ページを御覧ください。 
整理番号２－２０から２－１４４は、農地中間管理機構の指定を受けている公益社団

法人神奈川県農業公社が、相模原市農業協同組合の仲介により農業者に貸し出す農地を

借り入れるため、利用権の設定を受けるものです。件数は１２５件で、２１２筆、面積

は２２１,１９６.８８㎡です。 
２２ページをお開きください。 
新規の申請は、２１ページから２２ページにかけての整理番号２－２５の２筆目、大

島１９３１番２、３０ページの整理番号２－４２、大島１８８９番の農地、合計２件、

２筆、１,４５５㎡となります。案内図は１４ページ及び１５ページを御覧ください。 
続きまして、７１ページ、７２ページを御覧ください。 
整理番号２－１０２４から２－１０２６は、農地中間管理機構の指定を受けている公

益社団法人神奈川県農業公社が、農業者に貸し出す農地を借り入れるため、利用権の設

定を受けるものです。件数は３件、３筆、面積は１,３９４㎡のうち１,０５５㎡で利用

権の更新を行うものです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４５号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
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［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程７議案第４５号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程８ 議案第４６号 農用地利用配分計画の作成について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程８議案第４６号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、７３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４６号 農用地利用配分計画の作成について。別紙利用配分計画整理番号２－

１６から２－７２及び２－１００５から２－１００６は、農地中間管理事業の推進に関

する法律第１９条第３項の規定により令和２年１０月２日付け及び令和２年１０月

９日付けで相模原市農業協同組合代表理事組合長並びに令和２年１０月１９日付けで

相模原市長から意見を求められたので同意するものとする。令和２年１０月３０日提出。

相模原市農業委員会会長。 
それでは、７４ページから１０４ページを御覧ください。 
整理番号２－１６から２－７２は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を

耕作者に貸し出すことについて、相模原市農業協同組合から利用配分計画案の作成に関

する意見を求められているものです。件数は５７件で、１９４筆、面積は２０１,８６１.
８８㎡です。 

新規の申請は８１ページを御覧ください。整理番号２－２６の１筆目、緑区大島の農

地、次に８３ページの２筆目、緑区田名の農地は、公社中間保有地の貸出しということ

になっております。８４ページを御覧ください。整理番号２－２９の緑区大島の農地も

新規となっております。件数は２件、３筆、１,９６５㎡になります。案内図は１４ペ

ージから１６ページを御覧ください。 
続きまして、１０５ページ、１０６ページを御覧ください。 
整理番号２－１００５から２－１００６は、農地中間管理機構の指定を受けている公

益社団法人神奈川県農業公社が、所有者から借り受けた農地を耕作者に貸し出すことに

ついて、相模原市長から利用配分計画案の作成に関する意見を求められているものです。

件数は２件、６筆、面積は５,１９７㎡のうち４,８５８㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

１６番（藤村委員） 
７４ページ、２－１６の備考に耕作者変更と書いてあるけど、これ、何ですか。 

事務局（伊藤担当課長） 
以前は、この方ではない方が使用していた農地になります。ここで新たにこの方が借

りるということになります。 
１６番（藤村委員） 

そうすると、この方としては新規ですね。 
事務局（伊藤担当課長） 

そうですね。 
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１６番（藤村委員） 
はい、結構です。 
それと、７７ページの２－１８、この方は耕作面積がちょっと狭いんですけど、これ

はどういう感じでやられているんでしょうか。 
事務局（伊藤担当課長） 

今、２,０００㎡を切っている経過の確認が取れないので、後ほど確認して報告しま

す。 
１６番（藤村委員） 

それから、８０ページの２－２５、組合長が借りているって、これ、どういう経緯な

んでしょうか。 
事務局（伊藤担当課長） 

中間保有です。 
１６番（藤村委員） 

組合が中間保有ということ？ 
事務局（伊藤担当課長） 

農協が中間保有として管理するものですね。 
議長（八木会長） 

農協が中間保有をして管理する。 
１６番（藤村委員） 

では、農協が公社に代わって貸出人を探していると、そんな理解でいいですか。 
事務局（伊藤担当課長） 

はい。 
１６番（藤村委員） 

はい、分かりました。 
議長（八木会長） 

ほかにございませんか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４６号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程８議案第４６号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程９ 議案第４７号 農用地利用配分計画の作成について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程９議案第４７号を議題に供しますが、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により議事参与が制限されますので、１０番小林委員には、恐れ入ります

が、御退出をお願いいたします。 
 

１０番 小林康史委員 退出 

 

議長（八木会長） 
それでは、日程９議案第４７号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をい

たさせます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１０７ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４７号 農用地利用配分計画の作成について。別紙利用配分計画整理番号２－

７３から２－７４は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定によ

り、令和２年１０月２日付けで相模原市農業協同組合代表理事組合長から意見を求めら

れたので同意するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１０８ページ、１０９ページを御覧ください。 
整理番号２－７３から２－７４は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を

耕作者に貸し出すことについて、相模原市農業協同組合から利用配分計画案の作成に関

する意見を求められているものです。件数は２件、１３筆、面積は１２,５４６㎡です。 
新規となっている農地につきましては、２－７３の方、２－７４の方とで借りている

農地を互いに入れ替えて農地を集積した形になっております。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４７号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

御異議なしと認めます。 
よって日程９議案第４７号については、原案のとおり決定いたしました。 
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議案第４７号の議事が終了いたしましたので、１０番小林委員には、議事にお戻りい

ただくようお願いいたします。 
 

１０番 小林康史委員 会議参加 
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日程１０ 議案第４８号 農用地利用配分計画の作成について 

 
議長（八木会長） 

それでは続きまして、日程１０議案第４８号を議題に供しますが、農業委員会等に関

する法律第３１条の規定により議事参与が制限されますので、３番關山委員には、恐れ

入りますが、御退出をお願いいたします。 
 

３番 關山富雄委員 退出 

 

議長（八木会長） 
それでは、日程１０議案第４８号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１１１ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４８号 農用地利用配分計画の作成について。別紙利用配分計画整理番号２－

７５は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、令和２年

１０月２日付けで相模原市農業協同組合代表理事組合長から意見を求められたので同

意するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１１２ページを御覧ください。 
整理番号２－７５は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕作者に貸し

出すことについて、相模原市農業協同組合から利用配分計画案の作成に関する意見を求

められているものです。件数は１件、３筆、面積は５,７２７㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４８号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 
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御異議なしと認めます。 
よって日程１０議案第４８号については、原案のとおり決定いたしました。 
議案第４８号の議事が終了いたしましたので、３番關山委員には、議事にお戻りいた

だくようお願いいたします。 
 

３番 關山富雄委員 会議参加 
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日程１１ 議案第４９号 農用地利用配分計画の作成について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１１議案第４９号を議題に供しますが、農業委員会等に関する法律第

３１条の規定により議事参与が制限されますので、１番西山委員には、恐れ入りますが、

御退出をお願いいたします。 
 

１番 西山和秀委員 退出 

 

議長（八木会長） 
それでは、日程１１議案第４９号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明を

いたさせます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１１３ページを御覧ください。議案を朗読します。 
議案第４９号 農用地利用配分計画の作成について。別紙利用配分計画整理番号２－

７６は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、令和２年

１０月２日付けで相模原市農業協同組合代表理事組合長から意見を求められたので同

意するものとする。令和２年１０月３０日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１１４ページを御覧ください。 
整理番号２－７６は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕作者に貸し

出すことについて、相模原市農業協同組合から利用配分計画案の作成に関する意見を求

められているものです。件数は１件、３筆、面積は１,５７２㎡です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第４９号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 
 

［ 異議なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 
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御異議なしと認めます。 
よって日程１１議案第４９号については、原案のとおり決定いたしました。 
議案第４９号の議事が終了いたしましたので、１番西山委員には、議事にお戻りいた

だくようお願いいたします。 
 

１番 西山和秀委員 会議参加 
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日程８ 議案第４６号 農用地利用配分計画の作成について 

事務局（伊藤担当課長） 
先ほど、藤村委員から御質問のありました７７ページ、議案第４６号、整理番号２－

１８の方について、２０１２年から就農しているようですが、この１筆しか借りていな

い状況が続いております。現在も探していますが、２,０００㎡には達していない状況

になっております。 

以上でございます。 

議長（八木会長） 
藤村委員、よろしいですか。 

１６番（藤村委員） 
よくないけど、まあ、頑張ってもらうしかないですね。 

事務局（鈴木次長） 
２０１２年から農業委員会としても承認はしているということで、１０年ぐらい承認

されているわけですが、３年置きに更新してきたんだと思うんですね。ですから、その

部分で探しているということであれば、探すことに対して、今どういう状況なのかとい

うのを御本人に確認しつつ、必要な部分については、こちらからも支援していく形で見

させていただくようになるのかなとは思います。 

１６番（藤村委員） 
これ、悪い案件ではないかもしれないけど、ルールとしては認められないので。同時

に、公社がかんでいるので、面倒見というか、鈴木次長がおっしゃったような、きめ細

かい対応ができない状況じゃないでしょうか。例えば、農協がかんでいたり、事務局が

やっていればいいということじゃないけれども、農協さんだと割と面と向かっていろい

ろなことができるけど、そんなことがあったのかという、状況としてはどうなんですか、

公社任せでほったらかしというのが実情じゃないですか。 

事務局（鈴木次長） 
ここには公社の扱っているものが載っているわけですよね。ですから、それ以外の貸

し借り、今、この筆に対して公社が関わっていますということですので、あとの３００㎡

については、公社を通じて、また貸し借りなのか、相対で貸し借りするのかということ

もできると思います。ですから、必ずしも公社ではないわけです。この筆は公社が扱っ

ているものですので、今後、３００㎡分については、農業委員会であったり、公社であ

ったり、農協であったりが支援をして、２,０００㎡を満たすようにやっていくという

ことになると思います。その結果、農協であり公社があっせんの間に入っていれば、最

終的には公社として、ここに３００がカウントされるということになっています。今は

公社が扱っているものしかここに入っていないので、３００足りていないものについて

は公社とは限らない。 

１６番（藤村委員） 
この方に対して、足りないよ、駄目だよと、どこかでいっぱい言うわけだよね。そこ

は、ずっとそれで行くのかということです。 

事務局（鈴木次長） 
ですから、そこを満たすように、我々農業委員会や農協や農業公社でアドバイスをし
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ていくということで御理解いただくしかないと思います。 

１６番（藤村委員） 
多分、公社はあんまりきめ細かい部分までできないだろうから、農業委員会がやると

いうことですね。 

事務局（鈴木次長） 
農協にやってもらうというだけではないと思うんですね。自ら農業委員会としてもア

ドバイス、支援していくということになるのかなと思います。 

１６番（藤村委員） 
了解しました。では、よろしくお願いします。 

議長（八木会長） 
それでは、よろしくお願いいたします。 
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日程１２ 報告第３６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明につい

て 

日程１３ 報告第３７号 農地所有適格法人の報告について 

日程１４ 報告第３８号 解除条件付き利用権設定を受けた者の農用地

利用状況の報告について 

日程１５ 報告第３９号 非農地証明書の発行について 

日程１６ 報告第４０号 民事執行法による売却に係る農地等の現況照

会に対する調査結果の報告について 

日程１７ 報告第４１号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報

告について 

日程１８ 報告第４２号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告に

ついて 

 
議長（八木会長） 

それでは、続きまして、報告案件に移ります。 
日程１２報告第３６号から日程１８報告第４２号について、御発言がございましたら、

お願いいたします。 
１６番（藤村委員） 

１１９ページ、相模ファーム、今年は大変なことになっているみたいですけど、この

状況というのは分かります？ 
事務局（伊藤担当課長） 

天候不順により、作物の収穫がよくできなかったと聞いております。 
１６番（藤村委員） 

これは支援策とか何かやられているんでしょうか。それはうちの仕事じゃなくて農政

課の仕事かな、その点、分かりますか。 
事務局（伊藤担当課長） 

特に農業委員会からの指導とかはございません。また、農政課からの指導もありませ

ん。 
１６番（藤村委員） 
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こちら側からの対応の状況は分かりました。本人の状況は分からないね。了解しまし

た。 
議長（八木会長） 

ほかに御発言ございますか。 
 

［ なしの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
 

［ はいの声 ］ 

 
議長（八木会長） 

それでは、以上で日程１２報告第３６号から日程１８報告第４２号を終わります。 
以上をもちまして、相模原市農業委員会第２０回総会を終了いたします。 


